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高齢者施設等の新規入所者を対象としたＰＣＲ検査実施要項 

 

 （趣旨） 

第１条 この要項は、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化及び高齢者

施設等における集団感染のリスクの低減を図るため、高齢者施設等の新規入

所者に対し、本人の希望に基づきＰＣＲ検査（以下「本事業」という。）を

実施することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象施設） 

第２条 本事業の対象となる施設は、市内に存する高齢者施設等であって、次

に掲げるものとする。 

 (1) 特別養護老人ホーム 

 (2) 介護老人保健施設 

 (3) 介護医療院 

 (4) 養護老人ホーム 

 (5) 障害者支援施設 

 （対象者） 

第３条 本事業の対象者は、前条各号に掲げる施設に新規に入所する者（入所

を前提として新規に短期入所する者を含む。以下「新規入所者」という。）

であって、ＰＣＲ検査を受けることを自ら希望するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政検査の対象となる者は、本事業の対象者と

しない。 

 （施設の協力） 

第４条 施設は、新規入所者、嘱託医その他関係者と検体採取の日時、場所及

び方法並びに検査結果が陽性であった場合の対応について十分に調整するな



ど新規入所者の負担の軽減を図り、本事業の円滑な実施に協力しなければな

らない。 

 （本事業の実施の手順） 

第５条 本事業は、施設の職員の立会いによる唾液の採取を基本とし、実施の

手順は、次のとおりとする。 

 (1) 施設は、ＰＣＲ検査依頼書を市に提出する。 

 (2) 市は、ＰＣＲ検査依頼書を受理したときは、申請施設とＰＣＲ検査の日

程等を調整の上、ＰＣＲ検査容器を申請施設に交付する。 

 (3) ＰＣＲ検査容器の交付を受けた施設は、唾液を採取する方法により検体

を採取したＰＣＲ検査容器を市に提出する。 

 (4) 市は、施設から検体を採取したＰＣＲ検査容器の提出を受けたときは、

検査機関に速やかに検査を依頼する。 

 (5) 市は、検査機関から検査結果の報告を受けたときは、検査結果を施設に

連絡し、連絡を受けた施設は、検査結果をＰＣＲ検査を受けた者に連絡す

る。 

 （唾液の採取ができない場合） 

第６条 前条第１項に規定する唾液の採取ができない場合は、その代替措置と

して、新規入所者各自が自由診療によるＰＣＲ検査を受けることで対応する

ものとする。 

２ 市は、前項の規定により自由診療によるＰＣＲ検査を受けた場合に新規入

所者が負担した費用について、新規入所者の申請に基づき助成金を支給する。 

 （施設独自の取組によるＰＣＲ検査） 

第７条 市は、施設が独自の取組として新規入所者の希望に沿ってＰＣＲ検査

を実施する場合、その取組が第５条第１項に規定する実施の手順と同等又は

それ以上に新規入所者にとって利便性が高いものと認められるときは、当該

ＰＣＲ検査を受けた場合に新規入所者が負担した費用について、新規入所者

の申請に基づき助成金を支給する。 

２ 施設は、前項に規定する独自の取組としてＰＣＲ検査を実施しようとする

場合は、あらかじめ市と協議しなければならない。 

 （補則） 



第８条 この要項の実施に必要なその他の事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要項は、令和３年２月４日から施行し、令和３年１月２２日から適用す

る。 

 


